
議案 第４ ３号

ひた ちな か市 都市 計画 法の 規定 によ る開 発行 為の だｉｉＴ 等の ま準 に関

する 条例 の一部を 改‾をす る条例制 定に ついて

ひた ちな か市 都市 計画 法の 規定 によ る開 を行 為の 麝虱等の ＪＩ 準に 関す る条 Ｍの一

部を改ｍする 条Ｍ をＳ・」 紙の とお り制定す る。

令和 ４年　 ３Ｊ１　 ２日　 提出

令和　 年　　 ＪＩ 日　 議決

ひた ちな か市 長　 大　谷

１－

明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市都市 計画法の 規定 によ る開 発行 為の 許‾罵等 の基 準に関

する 条例 の一部を 改ｉＥす る条例

ひた ちな か市 都市 計画 法の 規定 によ る回 発行 為の 許ｊｌ等 の基 準に 関す る条 例（平

成１ ８年 条例 第３ ８号 ）の 一部 を次 のよ うに 改‾をす る。

第３ 条各 号夕り記 な外 の部 分中 「に 規定 する 」を ［の 規定 によ り条 例で 定め る］に

改め ，回 条第 ３号 中「 専用 住宅」を ［一や建 ての住毟］に ，［ 法第 ２９ 条第 １項 の規

定に よる 開発 行為 の許 ｊｌ 若し くは 法第 ４３ 条第 １項 の規 定に よる せ築 等の 許ｉｌ」を

「せ 築Ｊｉ準法（ 蜀，私２ ５年 也律第２ ０１ 号） 第６ 条第 Ｉ瑕又は 第６ 条の ２第 １癢の

規定 によ る確 Ｓ」 に改 め， 回条 第４ そ中 「ま 第２ ９条 第Ｉ 羝の 規定 によ る開 発行為

の許 ‾罵若し くは也第 ４３ 条第 １項 の規定に よる 嵬築等の 許ｊｌ」 をＸ穐築ぶ準法第６

条第 １燉又は 第６ 条の ２第 Ｉ　叛の 規定 によ る確認」 に改 め， 回条 第５ そ中 「（ ｕｇ 加２

５年 法律 第２ ０１ 号） 」を 削る。

第４ 条中 「に 基づ き」 を「 によ り」 に改 める。

付　則

（施 行期 日）

１　 この 条例 は， 令和 ４年 ４Ｊｊ　１　日か ら施 行す る。

（経 過措 置）

２　 改ｉＥ後 の第 ３条 第３ 号八 び第 ４号 の規 定は ，こ の条 例の 施行 の目 ぷ後 にな され

た都 市計 肖ま ｏ］Ｓ加 ４３ 年伍律第 １０ ０そ ）第 ２９ 条第 １項 の規 定に よる 開発行

為の 許ｊｌ， 回法 第３ ５条 の２ 第１ 項の 規定 によ る開 ミ１ 行為 の変 更の 許ｉＴ又 は回法

第４ ３条 第１ 項の 規定 によ る建 築等の麝鳫の 申請 （な 下「麝鳫の申 請」 とい う。）

につ いて 適ｊｌミ｜し ，回 目前 にな され た許 ｊＪ の申 請に つい ては ，な お従 前の 例に よる。

－２－
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参考資料

ひたちなか市都市計画法の規定によ る開９行為の許‾鼡等の基準に関する条例新｜日 ｊ４照表
－

旧 新 備考

（法第３ ４条第１ ２号の条例で定め る開発行為）

第３ 条　法第 ３４ 条第 １２ 号に規定する開を行為は， 次の各号のいずれかに該
一一一

售する開発行為と する。

（１ ）・ （２ ）略

（３ ）　 ］曼里住宅であっ て， 售霖罨ＷＸ鬯宅の敷地怙なする 市縦ィヒ調整区丿戒に

Ｗる練莖きの 日に祖にかするも の又はヅ、翕、練草き の日 もこ盜第ええ条
第１ 項の規定によ る開発行為の許‾罵若 しく は法第４ ３条第１ 項の規定
一　　 一一一

によ る朧築等 の許虱を 受け て建築さ れた もの の世帯主 と住居八び生計

を一 にす る親族（過＝鼓に おい て， 售該世帯主と 住居及び生計 を一 にし

ていた鼈族を台む。） が， 当、翕、戛ほ住主の敷ｔ又は售翕、専用住宅の敷
地に隣接する土ｔにおいて，自 己篦住宅の建築を 目的 として行 う開発

行為であ って，規則で定め る要件に該售する もの

（４ ）　 自己用住宅であっ て， 售該 自己用住宅の敷地が存する 市街化調整［萢

もこ｛示 る練り｜ きの 日に祖に驂す るも の又は燮ぶ、練莖きの 日後 に績箘ユ
条第 項皿 許可竡ま也第 条第項

規定によ るせ築等の許‾叭を受けて建築 されたも のの改築又は増築をし
一一

よう とす る場合（售該改築又は増築が当 該自 己用住宅の敷地の拡張を

伴う ４合に霾、る 。） において，售該改築又は増築を 目的 として行 う開

発行為で あっ て， 規則 で定める ９件に該 售す るもの

（５ ）　 規則で定める集落内に存する［Ｋ域であって，售該集落が存する市街

ィヒ調整 【Ｘ Ｊ縦 にＷ る線ら＼きの 日鄒こせ築基準悵 （日ｇｆ口２ ５年缶律第ｊしＱ、
１号）第４２ 条第 １項第５ 号の規定に基づく 道路の位置の指定を受け
一一

た【‾瓦域内において，専ＪＴｊ住宅の建築を目 的と して行う 開を行為であっ

て， 規則で定める要件に該售するもの

（６ ）　略

（令第３ ６条第１ 項第 ３号ハの条例で定める建築物等）

第４ 条　都淑計画法施行令 （日ｇ和 ４４ 年政令第 １５ ８号）第 ３６ 条第 １項第３

号ハの規定に基づき条例で定める建築物等は，前条各号に規定する回を行為
一一

に係 る建築物等の要件に該售する４築物等と する。

（法第３ ４条第１ ２号の条例で定める開発行為）

第３ 条　 法第 ３４ 条第 １２ やの規定 によ り条例で定め る開を行為は，次 の各号
Ｓ　　　　　　　　　‾

のいずれかに該ちする 開発行為 とする。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 一珊をての住宅であっ て， 售該一や嵬て の住宅の敷ｔが存する 毎街

化調整区域に係る線莖きの 日に現に存するも の又は售該練福き の日後

に建築基準法 （昭和２ ５年法律第２ ０１ 号） 第６ 条第 １項又は第６条
－　　－

の２ 第１ 項の規定によ る確認を受けて建築さ れた ものの世帯主と住居
－

Ｗび生計を一にする親族（過ミたにおいて， 售該世帯主と住居八び生計

を一にしていた親族を含む。） が， 急該一ド建ての住宅の敷ま又は售

該一‾い建ての住宅の敷覽に隣接する土地におい て， 自ご目住宅のせ築

を目 的と して行う 開発行為であって，規則で定める要件に該芭するも

の

（４ ）　 自己鴇住宅であっ て， 售該 自己篦住宅の敷ｔが存する 市街化識整［Ｋニ

纎にＷる 線らＮき の日 に祖に驂する もの又は 售夥、線 ら＼ きの 日後 に隻箘棊

準迫箘６ 条第 １項又は第６ 条の ２第 １項の規定に よる 確認 をそ けて建

築されたものの改築又は増築を しよ うと する場合 ‘（ 售該改築又は増築

が售該自 己用住宅の敷ｔの拡張を伴 う場合に限る 。） において，ち該

改築又は増築を目 的と して行う 開発行為であって，規則で定める要件

に該售す るもの

（５ ）　 規ｍで定める集落内に存する［Ｋ域であって，葹該集落が存する巾街

化調を区域に係る練ら＼き の日 前にせ築Ｊｉ準缶第４ ２条第１ 項第 ５号の

規定に基づく 道路の位置の指定を受 けた 区域内におい て， 専Ｈｊ住宅の

建築 を目 的と して行う 開発行為であ って ，規則で定め る要件に該售す

るもの

（６ ）　略

（令第３ ６条第１ 項第 ３号ハの条例で定める 建築物等）

第４ 条　都市計画缶施行令 （Ｈｇｆ口４ ４年政令第１ ５８ 倚） 第３ ６条第１ 項第３

そハ の規定拉生息条Ｍ で定 める 建築物噂は， 愾条をそ に規定す る回発行為に

係る４染物等の要件に該售する建築物等 とする。


